
議案第１０号 

 

木津川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 

木津川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成

２４年木津川市条例第４４号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

                木津川市長 谷口 雄一   

 

 

 

 

 

提案理由 

 「木津川市道の構造の基準に関する条例（令和７年木津川市条例第４１号）」を令

和７年１２月２３日に施行したことに伴い、所要の改正を行うものです。 

 



 

木津川市条例第   号 

□ 

□□□木津川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例（案） 

□ 

□木津川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成

２４年木津川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

□ 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（有効幅員） 

第４条 歩道の有効幅員は、木津川市道の

構造の基準に関する条例施行規則（令和

７年木津川市規則第３３号。以下「道路

構造条例施行規則」という。）第１１条

第１項に規定する幅員の値以上とする。

２ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構

造条例施行規則第１０条第１項に規定

する幅員の値以上とする。 

３ （略） 

（エレベーター） 

第１３条 移動等円滑化された立体横断

施設に設けるエレベーターは、次に定め

る構造とする。 

（１）・（２） （略） 

（３） 籠及び昇降路の出入口の有効幅

は、第１号の規定による基準に適合

するエレベーターにあっては９０セ

（有効幅員） 

第４条 歩道の有効幅員は、木津川市道の

構造の基準に関する条例（平成２４年木

津川市条例第４３号。以下「道路構造条

例」という。）第１２条第３項に規定す

る幅員の値以上とする。  

２ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構

造条例第１１条第２項に規定する幅員

の値以上とする。 

３ （略） 

（エレベーター） 

第１３条 移動等円滑化された立体横断

施設に設けるエレベーターは、次に定め

る構造とする。 

（１）・（２） （略） 

（３） 籠及び昇降路の出入口の有効幅

は、第１号の規定による基準に適合

するエレベーターにあっては９０セ



 

ンチメートル以上とし、前号の規

定による基準に適合するエレベー

ターにあっては８０センチメート

ル以上とすること。 

（４） 籠内に、車椅子使用者が乗降

する際に籠及び昇降路の出入口を

確認するための鏡を設けること。

ただし、第２号の規定による基準

に適合するエレベーターにあって

は、この限りでない。 

（５）～（７） （略） 

（８） 籠内に、籠が停止する予定の

階及び籠の現在位置を表示する装

置を設けること。 

（９）～（１４） （略） 

（階段） 

第１７条 移動等円滑化された立体横断

施設に設ける階段（その踊場を含む。

以下同じ。）は、次に定める構造とす

るものとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 回り階段としないこと。ただ

し、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

（５）～（１１） （略） 

ンチメートル以上とし、前号に規

定による基準に適合するエレベー

ターにあっては８０センチメート

ル以上とすること。 

（４） 籠内に、車椅子使用者が乗降

する際に籠及び昇降路の出入口を

確認するための鏡が設けること。

ただし、第２号の規定による基準

に適合するエレベーターにあって

は、この限りでない。 

（５）～（７） （略） 

（８） 籠内に、籠が停止する予定の

階及び籠の現在位置を表示する装

置が設けること。 

（９）～（１４） （略） 

（階段） 

第１７条 移動等円滑化された立体横断

施設に設ける階段（その踊場を含む。

以下同じ。）は、次に定める構造とす

るものとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 回り段としないこと。ただし、

地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

（５）～（１１） （略） 

□ 

□□□附□則 

□この条例は、公布の日から施行する。 
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